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幼
稚
園･

認
可
外
保
育
施
設
利
用
の
申
請

　
令
和
６
年
４
月
以
降
に
左
記
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
３
～
５
歳
児
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
０
～
２
歳
児
は
施
設
等
利
用

給
付
の
対
象
で
す
。
施
設
等
利
用
給
付
認

定
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
市
外
に
お

住
ま
い
の
方
は
、
居
住
の
市
町
村
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
）。

受
付
期
間 

３
月
15
日
（
金
）
～
28

日
（
木
）
※
年
度
途
中
か
ら
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、
利
用
開
始

前
月
の
20
日
ま
で

必
要
な
も
の 
子
育
て
の
た
め
の
施

設
等
利
用
給
付
認
定
申
請
書
、
本
人

確
認
書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書

類
、
就
労
証
明
書
（
②
③
利
用
の
方

の
み
）、
保
育
所
等
利
用
申
し
込
み

等
の
不
実
施
に
か
か
る
理
由
書
（
③

利
用
の
方
の
み
）

※
②
③
の
サ
ー
ビ
ス
は
保
育
の
必
要

性
の
認
定
が
必
要
で
す
。

※
申
請
書
類
は
、
こ
ど
も
未
来
課
で

の
配
布
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
市
外
の
施
設
・
事
業
所
を
利
用
さ

れ
る
場
合
で
も
、
加
西
市
で
認
定
を

行
い
ま
す
。

受
付
場
所 

こ
ど
も
未
来
課
（
議
会

棟
１
階
）
☎
㊷
８
７
２
６

主な対象サービス 内容

①
幼稚園

（新制度移行園を除く）
25,700 円 / 月を上限に支給

（国立幼稚園は上限 8,700 円 / 月）
② 幼稚園の預
かり保育事業 11,300 円 / 月を上限に支給

③ 認可外
保育施設 等

3 ～ 5 歳児
　 37,000 円 / 月を上限に支給
0 ～ 2 歳児
　 42,000 円 / 月を上限に支給

③は県に届出をしている施設に限ります（市内では、みつばち
保育園、医療福祉センターきずなが該当）。また、認可外保育
施設のほか、保育所等の一時預かり事業、病児・病後児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業の利用を含みます。

「
５
つ
の
無
料
化
」　 

０
歳
～
５
歳
児
の
保
育
／
病
児
・
病
後
児
保
育 

保
育
料
無
料

　
令
和
６
年
４
月
以
降
に
幼
稚
園
・
認
可
外
保
育
施
設
等
を
利
用
さ
れ
る
方

は
施
設
等
利
用
給
付
認
定
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
０
～
２
歳
児
の

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
さ
れ
た
方
お
よ
び
市
外
の
病
児
・
病
後
児
保
育
を

利
用
さ
れ
た
方
に
そ
の
利
用
料
を
補
助
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

病
児
・
病
後
児
保
育 

保
育
料
無
料

　
加
西
市
で
は
、
病
児
・
病
後
児
保
育

を
利
用
さ
れ
た
方
の
利
用
料
を
無
料
化

し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
度
に「
病
児・

病
後
児
保
育
室
ひ
ま
わ
り
」
以
外
の
施

設
等
を
利
用
さ
れ
た
方
は
、「
加
西
市

病
児
・
病
後
児
保
育
料
補
助
金
」
の
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
（
市
外
に
お
住
い

の
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間
は

補
助
対
象
外
に
な
り
ま
す
）。

受
付
期
間 

３
月
15
日
（
金
）
～
４
月

18
日
（
木
）

必
要
な
も
の 

加
西
市
病
児
・
病
後
児

保
育
料
補
助
金
交
付
申
請
書
、
本
人
確

認
書
類
、支
払
っ
た
保
育
料
（
利
用
料
）

が
分
か
る
書
類

※
申
請
書
類
は
、
こ
ど
も
未
来
課
で
の

配
布
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

受
付
場
所 

こ
ど
も
未
来
課
（
議
会
棟

１
階
）
☎
㊷
８
７
２
６　
　
　
　
　

０
～
２
歳
児
の
認
可
外
保
育 

保
育
料
無
料

　
加
西
市
で
は
、令
和
４
年
10
月
か
ら
、

０
～
２
歳
児
の
保
育
料
を
無
料
化
し
て

い
ま
す
。
令
和
５
年
度
に
認
可
外
保
育

施
設
を
利
用
す
る
０
～
２
歳
児
の
保
護

者
の
方
は
、「
加
西
市
保
育
料
軽
減
事

業
に
お
け
る
補
助
金
」
の
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
（
市
外
に
お
住
い
の
期
間
が

あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間
は
補
助
対
象

外
に
な
り
ま
す
）。

受
付
期
間 

３
月
15
日
（
金
）
～
４
月

18
日
（
木
）

必
要
な
も
の 

加
西
市
保
育
料
軽
減
事

業
に
お
け
る
補
助
金
交
付
申
請
書
、
就

労
証
明
書
、
本
人
確
認
書
類
、
支
払
っ

た
保
育
料
が
分
か
る
書
類

※
申
請
書
類
は
、
こ
ど
も
未
来
課
で
の

配
布
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

受
付
場
所 

こ
ど
も
未
来
課
（
議
会
棟

１
階
）
☎
㊷
８
７
２
６　
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軽
自
動
車
税
種
別
割
の
お
知
ら
せ

　
賦
課
期
日
（
４
月
１
日
）
現
在
、
市

内
に
主
た
る
定
置
場
の
あ
る
原
動
機
付

自
転
車
・
軽
自
動
車
等
を
所
有
し
て
い

る
方
は
、
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
４
月
２
日
以
降
に
譲
渡
・
廃
車
の
手

続
き
を
し
て
も
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
が
納
税
義
務
者
と
な
り
、
年
税
額
を

納
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◉
経
年
車
重
課

　
三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
つ
い
て
、
最
初
の
新
規
検
査
か
ら
13

年
経
過
し
た
車
両
は
、
標
準
税
率
よ
り

高
い
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
令

和
６
年
度
は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
以

前
に
最
初
の
新
規
検
査
を
行
っ
た
車
両

が
対
象
で
す
。

（
例
）
四
輪
軽
自
動
車
（
乗
用
・
自

家
用
）
の
場
合
：
７
２
０
０
円
→

１
万
２
９
０
０
円

◉
減
免

　
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
生
計
を
一

に
す
る
方
が
所
有
・
運
転
す
る
場
合
等

は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
種
別
割

の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
６
年
度
分
の
新
規
減
免
を
受
け
る

場
合
は
、
５
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
申

請
が
必
要
で
す
。

◉
農
耕
作
業
用
自
動
車
の
登
録

　
農
耕
作
業
用
自
動
車
（
ト
ラ
ク
タ
ー

等
）
で
乗
用
可
能
な
も
の
は
、
道
路
の

走
行
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動

車
税
種
別
割
の
対
象
と
な
り
、
ナ
ン

バ
ー
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

◉
登
録
・
廃
車
・
名
義
変
更
等
の
手
続

き
先

　
軽
自
動
車
の
登
録
・
廃
車
・
名
義
変

更
等
は
、
左
記
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。
年
度
末
は
窓
口
が
非
常
に
混
雑
す

る
た
め
、
比
較
的
混
雑
の
少
な
い
３
月

中
旬
ま
で
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先 

税
務
課
☎
㊷
８
７
１
２

～
地
震
発
生
時
の
行
動
～

　
加
西
市
は「
山
崎
断
層
帯
主
部
南
東
部
」

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
い
ざ
地
震
が
発
生

し
た
ら
ど
う
す
る
⁉
屋
内
に
い
た
時
、
屋

外
に
い
た
時
、
取
る
べ
き
行
動
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
防
災
ネ
ッ

ト
や
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
事

前
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

「
ま
さ
か
」は
必
ず
や
っ
て
く
る
！

車種 手続き・問合先

原動機付自転車
小型特殊自動車

加西市役所税務課☎㊷ 8712
（加西市北条町横尾 1000）

3 輪以上の
軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所
姫路支所 ☎ 050-3816-1848

（姫路市飾磨区中島福路町
3313）

2 輪の軽自動車 
2 輪の小型自動車

神戸運輸管理部姫路自動車検
査登録事務所 ☎ 050-5540-
2067 （姫路市飾磨区中島福
路町 3322） 

家
族
み
ん
な
で
知
っ
て
お
き
た
い
防
災
知
識

【
能
登
半
島
地
震
被
災
地
支
援
】

◉
職
員
派
遣

　
県
の
災
害
支
援
対
策
本
部
か
ら
の
派

遣
要
請
を
受
け
、
２
月
７
日
～
11
日
ま

で
石
川
県
珠
洲
市
へ
家
屋
の
被
害
認
定

業
務
支
援
の
た
め
、
市
職
員
２
名
（
防

災
課
三
浦
洋
主
任
・
財
政
課
鈴
木
宏
律

主
任
）
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
現
地
で

業
務
に
あ
た
っ
た
２
人
は
「
倒
壊
し
た

家
屋
や
割
れ
た
地
面
、
傾
い
た
電
柱
を

見
て
、
地
震
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実
感
し

ま
し
た
。
復
興
に
は
時
間
が
掛
か
り
そ

う
だ
と
感
じ
ま

し
た
」
と
報
告

し
ま
し
た
。
今

後
も
状
況
に
応

じ
て
引
き
続
き

派
遣
支
援
を
行

い
ま
す
。

◉
能
登
半
島
地
震
義
援
金 

集
計
報
告

　
加
西
市
で
は
、
能
登
半
島
地
震
で
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
地
域
を
支
援
す
る

た
め
、
１
月
４
日
か
ら
、
義
援
金
の
募

金
箱
を
設
置
、
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税

で
の
受
け
付
け
も
行
っ
て
い
ま
す
。
引

き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

被災地に派遣された市職員

家族の安全を確認

周囲の状況確認

屋内

屋外

互助・共助で避難所
へ移動

募金箱 ふるさと納税

610,343 円 46,565,000 円

集計金額（期間：1 月 4 日～ 2 月 15 日時点）

募金箱設置 
市役所 1 階エントランスホール、健康福祉
会館、アスティアかさい 3 階、中央公民館、
北部公民館、南部公民館、善防公民館

頭を保護し、丈夫
な机の下など安全
な場所に避難する


